
市役所の受付時間　月〜金曜日（祝日・振替休日を除く）８：３０〜１７：００

市報6 市役所 ０４２-３２５-０１１１令和8年（2026年）3月15日号

利用できる手続きなど 場所 ・問い合わせ先
●�転入・転出・転居等の異動届出（海外からの転入・
３０日以上さかのぼっての転入など、他市区町村など
に照会する必要がある転入・転出届出などを除く）
●�住民票の写しの交付
●�戸籍の全部事項証明書（広域交付を除く）・個人事項
証明書の交付
●�戸籍の附票の写しの交付
●�印鑑の登録、印鑑登録証明書の交付
●�マイナンバーカードの交付★※原則予約制。予約状
況は、市マイナンバーカードコールセンターへ
●�電子証明書の発行・更新★
●�自動車臨時運行許可証の交付
●�転入学通知書の交付	 　　　　　　　　　など

b市役所1階
i市民課p042-312-8604
※�マイナンバーカードに
関することは市マイナ
ンバーカードコールセ
ンターp０１２０-００２-５７７
／市民サービスコーナ
ーは開庁しません

戸籍の届出は、当直室での預かり。届出内容を反映し
た証明書の当日交付は不可

●�転入・転出などによる国民健康保険の資格取得・喪
失届出
●�国民年金の被保険者資格取得・喪失届

b市役所1階
i保険年金課
　p042-312-8608

●�小・中学校への入学に関する手続き
●�転入・転出などによる学校の区域外就学・指定校変
更などに関する手続き

b市役所2階
i�学務課p０４２-312-8655

次の認定請求と各届出書などの受付
●�児童手当
●�児童扶養手当
●�特別児童扶養手当
●�児童育成手当
●�乳幼児医療費助成
●�義務教育就学児医療費助成
●�高校生等医療費助成
●�ひとり親家庭等医療費助成
●�育成医療
●�心身障害児童福祉手当

b市役所２階
i�子ども子育て支援課
　p042-312-8652

d�３月２９（日）・４月４日（土）８：３０～１７：００（表内の★は１６：３０まで）
o�他の機関などに確認が必要な場合は不可
　運転免許証などの本人確認書類が必要な場合あり
　手続きに必要な書類・不明な点は各問い合わせ先へ

転入・転出窓口の

休日開庁

　　 リオン（株）より、大阪・関西万博の会場に設置されていた「未利用間伐材を活用したベンチ」が贈呈されました。
i契約管財課p042-312-8689

　未成年者(１８歳未満)であれば、必ず未成年者取り消しができる
わけではありません。下記の場合、未成年者取り消しは原則でき
ません。
〇未成年者が親の同意を得て申し込んだ
〇小遣いの範囲の購入
〇未成年者が自分は成年であると、積極的にうそをついた
　上記は一例です。未成年者だから取り消せばよいなど、安易に
考えることはやめましょう。

●相談事例
　　中学生の娘宛てに、７,０００円の請求書と一緒に化
粧水が入った宅配便が届いた。娘に尋ねたところ、
「初回９９０円」という広告をスマートフォンで見て注
文したが、１回限りの申し込みだと思っていたという。親に購入
前の相談はなかった。娘は猛省している。未成年者取り消しはで
きるか。
●相談室より
　　事業者のホームページに定期購入であることが書かれていまし
た。通信販売であっても未成年者取り消しはできます。「親の同意
を得て申し込む」という利用規約にチェックを入れて申し込んで
いましたが、生年月日を記入する欄はありませんでした。
　　親が丁寧に事情を伝え、未成年者取り消し通知を送り、何回か
のやり取りのあと、ようやく取り消せました。

未成年者取り消し  いつでもできる？

消費生活相談室へp042-312-8712
おかしいな 困ったなと思ったら

t原則市内在住・在勤・在学・在活
d月～金曜日（祝日を除く）9：３０～12：0０・13：00～15：30
o土日祝日・振休は消費者ホットラインp188

消費者だより消費生活相談室から

トラブルに遭わないために

t�①市内在住の６５歳以上②障害のある方
f�①本人確認書類（健康保険の資格確認書・運転免許証など氏名・�
住所・生年月日が確認できるもの）②障害者手帳など

m�３月17日（火）から直接市民スポーツセンターp０４２-３２６-２２１１・�
市民ひかりスポーツセンターp０４２-５９５-８８６５

o�生きがいセンター利用登録者証での、体育施設の利用不可
iスポーツ振興課p042-325-0145

オパール会員証（＊）の有効期限は３月31日（火）まで

（＊）�市内スポーツセンターと市民室内プールを

無料で個人利用できる会員証

オパール会員証の更新手続き


